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 当監査法人は、社会福祉法人聖隷福祉事業団の２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日
までの２０１５会計年度の財務諸表、すなわち、資金収支計算書（資金収支内訳表、事業区分
資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳表、
事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表、
事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。）及び財務諸表に対する注記並びに
附属明細書並びに財産目録（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任
 理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に
準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
 監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
 当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉
法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人聖隷福祉事業団の２０１５会計年度の資金収支及び
事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

強調事項
 重要な会計方針の変更に記載のとおり、 法人は当会計年度から「社会福祉法人会計基準
（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）」に基づき会計
処理を行っている。
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
 社会福祉法人聖隷福祉事業団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
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